
 

 

 

 

 

 

第１１回 名取川水系河川整備学識者懇談会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日 時：平成２７年１１月２４日（火曜日）10:00～12:00 

 会 場：仙台河川国道事務所 大会議室 

 司 会：仙台河川国道事務所 副所長（海岸） 
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１．開 会 

■司会 

 ちょっとまだ機械の調子が悪いようでございますけれども、時間がもったいないようでござ

いますので、資料の確認だけ、最初に進行させていただきます。 

  お手元の資料をご覧ください。こちら側からいろいろ資料をご紹介させていただきますの

で、ご確認いただければと思います。まず、学識者懇談会の議事次第、紙１枚のペーパーでご

ざいます。２つ目に出席者名簿ということで、出席者の方々を載せさせていただいておりま

す。紙１枚の資料。続きまして、右上に資料１と書いてございます。学識者懇談会の委員名簿

でございます。こちらのほうも紙１枚になってございます。続きまして資料２、Ａ４横判、ホ

チキスで綴じられておりますが、名取川水系河川整備計画［大臣管理区間］の資料でございま

して、施策・事業の進捗状況という資料でございます。続きまして資料３－１、河川事業の再

評価、名取川直轄河川改修事業に関するもの、Ａ４縦の資料でございます。続いて資料３－

２、同じく改修事業再評価の参考資料になります。資料としては最後になります。資料３－３

とありまして、河川事業再評価の説明資料という資料でございます。さらに続きまして、参考

資料がございます。参考資料の１、右上のほうにありますが、紙１枚物でＡ４縦でございま

す。学識者懇談会の規約というものでございます。続きまして参考資料２、２枚綴りになって

ございますけれども、学識者懇談会に関する公開方法、２枚目には傍聴規定というものが綴ら

れている資料でございます。最後に参考資料３ということで、学識者懇談会の設立趣意書でご

ざいます。こちらもＡ４縦、紙１枚になってございます。 

  以上が配布資料一式であると思われますが、資料がなかった方、おられましたら、お手を挙

げていただければ事務局のほうで……。申し訳ございません。今届きますので、お待ちくださ

いませ。そのほかよろしいでしょうか。 

  それでは、進めさせていただきます。資料の確認は以上でございますが、委員の紹介もさせ

ていただきたいと思っております。ただ、時間の都合でございまして、紹介は省略させていた

だきまして、先ほど資料の確認でご紹介いたしました出席者名簿、皆さんそれぞれご覧いただ

きまして、この名簿でもって出席者のご紹介にかえさせていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

  なお、本日、○○委員、○○委員、○○委員におかれましては、都合により欠席してござい

ます。また、行政委員の○○委員、○○委員につきましても、都合により欠席してございます

けれども、行政として地元の声の代弁者ということでございますので、仙台市からは百年の杜
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推進部長の○○様、名取市からは建設部長の○○様にお越しいただいてございます。 

  なお、名取川水系河川整備学識者懇談会の規約第５条第３項により、委員総数の２分の１以

上の出席をもって成立することとしておりますけれども、本日は１２名のうち７名出席いただ

いてございますので、本委員会は成立していることをご報告させていただきます。 

  なお、規約第６条により、公開方法として傍聴規定が定められております。傍聴規定によ

り、傍聴の皆様におかれましては発言は認められておりません。また、チラシ等の配布も認め

られておりません。詳細は先ほどお配りさせていただいた傍聴規定をご覧ください。 

  最後になりましたけれども、司会進行をさせていただきます海岸担当の副所長の○○でござ

います。本日の進行、よろしくお願いいたします。 

 

２．挨 拶 

■司会 

 それでは、議事次第に従いまして進行させていただきます。 

  最初に挨拶ということで、国土交通省東北地方整備局河川調査官の野仲よりご挨拶をしてい

ただきます。よろしくお願いします。 

■河川調査官 

 皆さん、おはようございます。河川調査官の○○でございます。 

  本日は、年末も近づき、お忙しい中、本第１１回名取川水系河川整備学識者懇談会にお集ま

りいただきまして、まことにありがとうございます。また、常日ごろより国土交通行政、その

中でも河川行政につきまして多大なるご尽力、ご支援をいただいておることに重ねてお礼申し

上げます。 

  名取川といいますと、４年８カ月前の３・１１から約５年が経って、名取川の震災に対する

復旧復興事業につきまして着実に進んでおりまして、来年度、平成２８年度には復旧復興事業

も完成する予定でございます。それと、今年１年を振り返りますと、まず夏場は東北全体がす

ごい渇水に見舞われて、皆さんご承知のとおりだと思います。９月には関東・東北豪雨がござ

いまして、今度は洪水の被害を受けたということでございます。 

  その中で、夏場の渇水とその９月の洪水に関しては東北地整内のダムがかなり効果を発揮し

て、夏場の渇水では、東北の中には１７個の国交省管理のダムがあるんですけれども、ダムか

らしっかり水を補給して渇水を軽減したということ。９月の洪水でも、ダムにしっかり洪水を

ためて、下流の水位を低減したということが言われております。名取川水系でいえば釜房ダム
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でございますが、夏場はちゃんと水を補給して、９月の洪水のときにもしっかりためたという

ことになっております。 

  ９月の洪水なんですけれども、釜房ダムにしっかりためたんですけれども、名取川において

は観測史上４番目の水位、支川の広瀬川におきましては観測史上１位の水位を記録しました。

９月の洪水では、鳴瀬川筋の県管理区間ですが渋井川の破堤の映像と、あわせて広瀬川の洪水

の映像がたぶんＮＨＫとか民放のテレビで流れていたので皆さんご記憶のことだと思います。 

  そういった大きな洪水がいつ起こるかわかりませんので、９月の関東・東北豪雨を踏まえま

して、今、全国的に国土交通省では避難を促す緊急行動という行動を行っております。避難を

促すということですので、要は住民の方々にしっかり避難をしていただこうということで取り

組みを行っておりまして、避難勧告、避難指示を出すのはまず市町村長さんでございます。市

町村長さんといま一度現場の事務所の職員が話し合いを持って、住民を避難させるにはどうい

うものが必要かと、どういった情報共有すればよいか、情報提供すればよいかということを話

し合うトップセミナーみたいなものを行う予定でございます。 

  また、住民一人一人が川の情報をいち早くキャッチして、できれば自主避難していただくの

が一番いいんです。首長さんの避難勧告、避難指示を待つのではなくて、住民自らが避難でき

るような社会になるように、いろいろな水位、雨量等の情報の提供のあり方とか、まず皆さん

の近くの川がどこが危ないのか、どこの堤防が低くてあふれやすいのかとか、ちょっと漏水、

水が浸透してちょっと弱い堤防がこの辺にありますというふうな情報提供もしっかり行ってい

こうと思っております。 

  今まで申し上げたのは治水と利水でございますが、河川行政は治水と利水ともう一つ、環境

ということも考えておりますので、治水、利水、環境の調和のとれた河川整備をしっかり行っ

ていきたいと思っておりますので、そのあたりの進捗状況をただいまからご報告させていただ

きますし、河川整備の再評価も本日行っていただくことになっておりますので、委員の皆様の

忌憚のないご意見をまた参考にして、よりよい河川整備を行っていきたいと思っておりますの

で、本日はどうぞご審議のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。 

■司会 

 ありがとうございました。 

  続きまして、当懇談会の座長でございます○○先生からご挨拶いただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

■座長 
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 座長を仰せつかっております東北大学の○○でございます。本日はお忙しい中、ご参集いた

だきましてどうもありがとうございました。 

  議事次第にございますように、今日は年に一度の点検ということと、それから３年に一度の

事業の再評価ということでございまして、後ほどご審議をお願いいたします。 

  今しがたお話もございましたように、この１年を振り返りますと、９月に大変な出水がござ

いまして、その出水の状況とか、あるいは河川整備のもたらした効果とか、そういった話につ

いても詳細にお話をいただくことになっておりますので、忌憚のないご意見を賜れればと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

 

３．議 事 

■司会 

 ありがとうございました。 

  それでは、早速、議事次第に従いまして議事に入っていきたいと思います。 

  ここから先の議事の運営につきましては、委員会規約の第４条第２項に基づきまして、○○

座長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

■座長 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして進めさせていただきます。 

  本日の議題、先ほどもご挨拶申しましたように２つございまして、前半のところでは河川整

備計画の点検ということで、事務局からご説明いただいた後に皆様方からご意見を賜ると。後

半については、事業の再評価についてご審議いただくということになってございます。 

  それでは、まず事務局から前半の部分についてご説明をお願いいたします。 

■事務局 

 資料２から説明させていただきます。私、仙台河川国道事務所の調査第一課長をしています

○○といいます。座って説明させていただきます。よろしくお願いします。 

  １ページをまずめくっていただきます。目次がございまして、その次の２ページに河川整備

計画の基本的な考え方ということで、かなりおさらい的なお話になりますけれども、平成１９

年３月に整備基本方針が策定されまして、平成２１年６月に整備計画が策定されております。

その後、太平洋沖地震、震災後に広域地盤沈下であるとか津波の影響といったものを加味した

上で、平成２４年１１月に整備計画の変更を行っているところでございます。 

  次に、計画の対象区間につきましては、真ん中の囲みにありますけれども、国管理区間であ
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ります２９．４キロを対象にしています。計画の対象期間については概ね３０年間になってお

ります。 

  次のページをお願いします。整備計画の目標ということで、まず治水と利水、環境、それぞ

れの目標に向けて当事務所では整備を実施している状況でございます。まず、治水につきまし

ては、戦後最大の洪水でありました昭和２５年８月と同程度の規模の洪水が発生しても、外水

氾濫による浸水被害を防止するということを整備の目標としておるところです。また、河口部

におきましては、洪水に加えまして高潮、津波からの被害の防止または軽減を図るといったと

ころで目標を定めて実施しているところでございます。 

  下の流配図につきましては、上段の括弧書きがダムなし、下段がダムありといった状況の流

配図を示しております。右のほうは、今の河口部の堤防、復旧させる堤防がＴＰ７．２で復旧

させるといった絵が描かれているといったところの目標を定めております。 

  次に、利水、環境、維持管理といったところで、まず利水につきましては河川の適正な利用

であるとか流水の正常な機能の維持、環境につきましては動植物の生育・生息・環境の保全、

水質の保全・改善、または景観の改善等々について目標を定めております。また、維持管理に

つきましても、河道であるとか、河川の堤防、ダム等の施設の維持管理をしっかりやっていく

といった目標が定められているところでございます。 

  次に、社会情勢の変化といったところですけれども、まず左側が名取川流域の人口と人口密

度の推移になってございます。昭和５０年から５年ごとのデータを示していますけれども、流

域の人口については緩やかに増加しているといった状況が見てとれるかと思います。 

  次に、真ん中が産業別就業者数の割合ということで、１次産業については減少ぎみ、２次産

業も減少ぎみで、３次産業が増加しているといった傾向が見てとれるかと思います。 

  右端の名取川流域の製造品出荷額・農業産出額につきましては、農業は若干減りつつありな

がら、製造品のほうも平成２年をピークに緩やかな減少傾向を見せているといった状況になっ

てございます。 

  次の６ページにまいります。過去の洪水の状況を示してございます。過去に、昭和２５年８

月洪水であるとか、昭和６１年８月洪水によって、名取川流域につきましても甚大な浸水被害

が発生している状況でございます。近年におきましても、平成１４年７月に大きな被害が発生

しているというところで、左側に過去の洪水の２日雨量であるとか流量、または一般被害の状

況を示しているところでございます。 

  次のページに行きますと、先ほど調査官からもお話がありました今年の９月１１日の洪水の
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状況になります。左側の表を見ていただくと、上段の表が既往洪水における流域平均２日雨量

ということで、今回の名取川につきましては６番目の雨量を観測したと。広瀬橋のほうでは２

６６．４ミリということで、史上４番目といったような非常に大きな雨が降ったという状況で

ございます。水位につきましても、名取橋観測所におきましては７．９９メートルで４位、広

瀬川の広瀬橋につきましては２．４メートルで１位を今回記録いたしました。 

  次の８ページに移っていただきますと、ダムの状況になります。今回、釜房ダムと仙台河川

国道事務所では互いに連携して、下流域の被害をできるだけ軽減するといったダム操作を行っ

ております。８ページの真ん中に、釜房ダムの洪水調節状況という大きなグラフがございま

す。真ん中に青い流入量と全放流量ということで、最大のカットといたしましては約２７９ト

ンをカットしているといったところで、東京ドーム約６杯分の水を釜房ダムにためたといった

ような今回のダムの操作を行っております。 

  ９ページに移ります。一方、渇水の状況でございます。渇水につきましても、昭和４８年、

昭和５３年、平成６年、平成２２年といったところに大きな渇水がございまして、非常に農作

物であるとか生活に影響を及ぼしたといった状況がございます。それが左の表にまとめている

ところでございます。 

  次のページに行きまして、今年の渇水の状況をお話しいたします。今年も５月から７月まで

の間に、過去５カ年の平均雨量と比較すると、５月で１９％、６月で８６％、７月で４７％

と、非常に雨が名取川流域でも少なく、渇水の状況になってございます。名取川の渇水に対し

まして、左下の渇水への取り組みということで、６月ぐらいから担当者会議であるとか利水調

整会議等々を開きまして対応を行ってきてございます。８月６日に渇水対策本部を設置いたし

ましたが、その後、降雨の状況が回復いたしまして、幸いなところ、８月３１日に支部を解除

いたしまして、大きな渇水の被害はなかったといった状況でございます。 

  次に、１１ページの釜房ダムの今回の渇水における対応ということで、今回、上の囲みです

が、４２日間の合計補給量１，３００万立米ということで、東京ドーム約１０杯分の水を補給

したといったところで、右の下の写真を見ていただくと、６月２日の補給前は非常に流況とし

ては少し水が少ない状況が見てとれるんですけれども、７月７日の補給後にだいぶ流況が改善

されたといったところで、釜房ダムの効果も十分発揮したのかなといったところです。３，７

００ヘクタールのかんがい用水及び仙台市の水道の約４割を供給したといった状況で、ダムの

効果があらわれたのではないかなと思っております。 

  次の１２ページに移ります。１２ページは、河川整備計画における進捗状況を示しておりま
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す。右側にいっぱい旗上げをして、青とか赤とかさまざまございますけれども、まず赤につき

ましては堤防のいわゆる量的な整備を示しております。青が堤防の質的な整備、いわゆる漏水

対策等々になってございます。黄色が河道掘削になってございます。緑が緊急河川敷道路とい

ったメニューが平成２１年から５０年までの全体メニューとして今、事務所のほうで取り組ん

でいる状況でございます。 

  左側にその進捗状況を示しております。一番上が堤防の量的な整備ということで、全体５．

２キロに対して今現在３．４キロの整備率で６５％の進捗状況になってございます。次に、質

的整備になりますけれども、２２．９キロに対して２．１キロということで９％の進捗状況に

なってございます。河道掘削は１８万５，０００立米に対して８万８，０００立米が今現在進

んでおりまして、約５割ぐらいが今進捗しているといったところです。緊急河川敷道路につき

ましては整備の後半のメニューになってございますので、こちらは今０％になります。最後に

総事業費ということで、全体、名取川の１５８億円に対して今現在９１億円の整備が進んでお

りまして、約６割ぐらいの整備状況、進捗状況という形になってございます。 

  １３ページに移ります。次のページからは少しトピック的な話題が中心になるページになっ

てございます。 

  １番目が河口部の堤防の整備の状況になってございます。左上に位置図がございまして、完

成が黒で示しておるところです。赤が着工している工事中、一部緑が未着手という状況になっ

てございますけれども、今現在しっかりとこの辺は事業を進捗させておるところで、平成２７

年９月末時点の着手率としては９６％、完成率として６５％といった状況になってございま

す。 

  右の写真は一部、閖上水門の仮締切の状況を写真として載せてございます。下が堤防の基本

的な標準断面になってございますけれども、この辺はご存じのとおり、粘り強い構造といった

ところで三面張の構造の堤防をしっかりと今、進捗させているといった状況になってございま

す。 

  １４ページに移ります。先ほど全体メニューの中で青で示した質的整備と言われているとこ

ろでございますけれども、ここは長町地区の２，８２０メートルの必要な、いわゆる河川水の

浸透に対する対策といたしまして、川側に遮水矢板を打ち込むといった工事、事業を展開して

いるといったトピックでございます。この辺は仙台市の中でも資産が非常に張りついていると

ころであり、かつ地域の住民が非常に近くに住んでいるというところもございまして、振動・

騒音の少ない工法で環境対策もしっかり行いながらやっているといった状況でございます。 



 - 8 -

  １５ページに移ります。閖上地区の防災ステーションについて載せております。もちろん名

取川の堤防が破堤した場合、当然ＪＲであるとか地下鉄、高速道路、国道４号とか重大な交通

に対する影響があることとか、今後、家屋等も非常に名取川の上流については張りついている

といったところで、ここの防災の拠点から、万が一破堤した場合に資材等を運搬して被害の軽

減を図るといった施設の防災ステーションでございます。 

  次の１６ページは、防災ステーションが設置される閖上地区におきまして、名取市が策定し

た復興計画と連携した市街地整備といったところで、いわゆるにぎわいのある水辺空間といっ

たものを創出する閖上地区かわまちづくりといったものも同時に推進しているといったところ

でございます。 

  次に、１７ページに移ります。環境のほうに配慮している仕事の進捗状況になりますけれど

も、特に河口部につきましては、もちろん皆さんご存じのとおりの井土浦がございます。井土

浦につきましては、震災の影響によりまして非常に動植物の生息・生育環境が大きく変化した

といったところで、非常に地形的にも改変されたところで、当事務所といたしましても環境変

化がどれだけ起こったかといったものをしっかり把握するために、今現在もモニタリング調査

を継続しているところであります。今後も重要種等がいなくなっているところもございますの

で、しっかりと今後また復活してくるのかどうかといったところも重要な課題でございますの

で、そういったところも継続的にモニタリングを実施してまいりたいと考えております。 

  １８ページは、河川のいわゆる維持管理のお話になります。左のほうが堤防・護岸の点検と

いうことで、通常、我々の堤防の点検を毎週２回巡視しているとか、あとは一部、地上からで

はなかなか見づらいところについては船の上から護岸の点検等々を実施して、適正な維持管理

を図っているといったところです。右のほうは樋門・樋管の点検ということで、原則月１回の

点検ということで、ゲートがしっかり洪水時に閉まるかとか、平常時からしっかりそういった

管理を行っているといった状況でございます。 

  １９ページのほうも樋門・樋管の維持管理であるとか、護岸の維持管理というペーパーにな

りますけれども、もし点検等で不具合とか損傷等が見つかった場合は適切に補修を行って対策

をとっていくといった資料になっております。 

  ２０ページは、先ほど申し上げました河口部の津波による被害の状況ということで、左側の

一番上が平成２１年１０月１８日ということで津波が来る前、地震前、その隣が地震後で、次

の資料からどんどん大体１年後ぐらいの写真を載せておる状況で、ここで課題なのは、特に平

成２５年２月１０日、左下の写真を見ていただくと、だいぶ河道の中に砂州が押し込んでき
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て、流下能力上非常に問題になってきているというのが維持管理上の名取川の課題でございま

す。 

  次に２１ページ、そういった課題を踏まえまして、今回、当事務所としては安定した河口を

維持するための方策といたしまして、北導流堤が今回被災してなくなりましたけれども、そち

らの復旧と、あとは河道の中の土砂を掘削して前浜に整備して、一旦、人工的に河道を整備し

てあげると。その整備の絵が、ページのぎりぎりの端のところなのでちょっと見づらくて申し

訳ないんですが、写真の２枚下になります。右側のほうに海岸堤防ＴＰ＋７．２というのと、

左側に北導流堤が復旧された場合の絵が入っています。こちらのほうに従前と同じような、地

震が来る前の状況であったであろうという高さに勾配等も整備して、海からの砂を川に押し込

まれないように維持管理をしっかりやっていきたいといった形になります。こちらのほうはま

だ今計算上のお話になりますけれども、砂州幅を大体４５０メートル、高さを２．５メートル

ぐらいで管理をしっかりやっておけば海側からの砂の押し込みもないし、整備計画流量が流れ

たときにハイウォーターを超過しないといったところが計算では今のところ把握しているとこ

ろです。この辺はしっかりとモニタリングをやっていきたいと思っております。 

  ２２ページは河道掘削であるとか樹木管理になりますけれども、特に名取川も広瀬川合流点

から上流のあたりが非常に土砂の堆積も大きく、樹木の繁茂も著しいといったところで、こう

いったところをしっかりと維持管理、伐採なり河道掘削をして、その後しっかりと再繁茂しな

いような対策もとっていくといったところ、またそれをモニタリング調査で見ていくといった

ところも大事な仕事であると考えているところです。 

  次の２３ページ、こちらは東北大の○○先生のご協力を得まして、ごみ対策になりますけれ

ども、こちらのほうも平成２２年からの調査という形で今現在やっておりまして、次のページ

を見ていただくと、その結果が見えるかと思います。２４ページの右のごみの投棄量を見てい

ただくと、全体として大体ごみの量が７，０００リットル近くあったのが５，０００リットル

ぐらいまでということで、だいぶこういったごみの対策に対する結果というか、成果も出てい

るのかなというところでございます。 

  次に、２５ページも維持管理のお話になりますけれども、ＲＭＤＩＳ、リマディスと呼びま

すけれども、こちらのほうでいろいろ維持管理に関して河川カルテであるとか、実際の現場の

点検をタブレットで効率化してやるとか、そういった取り組みも実施している状況です。 

  次の２６ページは、いわゆるＰＤＣＡサイクルでそういった維持管理を実施した後に現場を

しっかりとチェックして、その後、問題があるところは改善していくということで、事務所の
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中でＰＤＣＡのサイクルをしっかり回しながら維持管理を行っていくといった状況でございま

す。 

  次に、ダムの維持管理の状況でございますけれども、ダムにつきましても当然のことながら

貯水池の巡視であるとか、堤体の中の状況の確認であるとか、施設、ゲートの点検、こういっ

たものもしっかりやっていますといった状況でございます。 

  次に、２８ページはダムの広報のお話になりますけれども、２８ページと書いたところの釜

房ダムの広報業務、右下になります。小学校の総合学習であるとか、わく・ドキ釜房ダムとい

うイベント、こういったところでダムの日常の管理であるとか役割といったものをしっかりと

広報していっていますという資料になります。 

  次に危機管理ということで、当然のことながら、洪水予報・水防連絡会であるとか水質汚濁

防止協議会、または冒頭出ました渇水に関する協議会といったものを年に１回以上開催しなが

ら、しっかりと関係機関と連携を図っているという資料になります。 

  次に３０ページ、総合学習ということで、当事務所におきましても総合的な学習ということ

で小学生の水生生物調査であるとか河川愛護・水質改善の啓発ということで、児童図画といっ

たものを募集しながら、河川愛護・水環境の大切さを理解していただくという広報活動をやっ

ていますという状況でございます。 

  次のページから、少し事務所の話題というよりは本省の施策的な取り組みをつけさせていた

だいています。新たなステージということで、今回こちらにつけているペーパーにつきまして

は、いわゆる最大クラスの津波であるとか地震等々を考慮した対策というものが今後重要にな

ってくるといったところで、本省の政策的な取り組みでやっているという状況の資料になりま

す。 

  ３２ページは水防法の改正の概要をつけさせていただいています。内容といたしましては想

定し得る最大規模の降雨、いわゆるＬ２外力を与えた降雨規模のソフト対策であるとか、内

水・高潮に対しての浸水想定区域図をしっかりつくっていくというのが大事な論点というよう

なところも書いております。また、下水道の維持管理につきましても、高度な技術、管渠の更

新といった維持管理が地方公共団体をしっかり支援できるような仕組み、こういった制度を導

入しているといった特徴がございます。 

  最後はタイムラインの説明になりますけれども、タイムラインはご存じのとおり、事前に洪

水が来る前に誰がいつまでに何をするのかといったところを事前に確認する行動計画になって

ございます。当事務所におきましても、今回の９月１１日の洪水におきまして、作成しました
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タイムラインに基づきまして行動をとっております。一部、今の状況の中でスムーズにいかな

いところが課題として見えたところもございますので、こういったところは改善しながら次の

出水に向けてしっかり対応していきたいと考えているところでございます。 

  駆け足でしたけれども、説明は私のほうからは以上になります。 

■座長 

 どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまの内容につきまして、ご質問、ご意見等ございましたら、ご発言をお願

いいたします。 

  私のほうからまず１つ、１５ページのところで防災ステーションのお話がございました。震

災から４年半以上経ちまして、それぞれの地域で復興の進みというのは違うところがあるんで

すけれども、ここもこういった形でいろんなものが始まってきたなという印象でございます。 

  今日は名取川の委員会ということでこういったお話でございますけれども、実際には運用の

際には名取川に限らず、県やさらには市までも含めていろんなことに対応するということにな

るわけでしょうから、ハード的なこういったものをつくるということに加えて、運用ですね、

そういったことについてもぜひ検討を進めていただきたいと思います。 

  先ほど河川調査官からお話あった渋井川の件とか、お話伺いますと、もちろん県管理の場所

ではありますけれども、国と連携して破堤区間、すぐに閉め切ったり、排水ポンプ、ポンプ車

で排水したりとか、連携がスムーズに行われたと伺っております。これからどういったところ

で水害が起こるか、ちょっと予想がなかなかできないところでありますけれども、たとえ急に

そういうことが起こっても対応できるようなソフト的な対応体制、そういったことをぜひ検討

を進めていただければと思います。 

  あとそれから、２１ページのところで河口の砂州の話があって、私も深くこれに関わらせて

いただいているんですけれども、非常に難しいなと思うのは、砂がもうなくなってきていて、

今回津波でこういうことが起こって、さらに出水でも砂がまた持っていかれたりとかというの

があって、そうすると、そういうことがあるたびにこういう砂を人工的にくっつけるというこ

とをやっていくのか。どういう河口維持をしていくのかというところは、ある程度モニタリン

グして状況がわからないとそういった計画として策定するのは難しいんだと思うんですけれど

も、以前であればフラッシュされても１カ月、２カ月で戻ってくると、それが河口の維持計画

の基本としてあったわけですね。今の状況だと、洪水で砂がはけると、また砂が戻ってこられ

ないと、そういうことをずっと繰り返すのかと、これはなかなか将来的に位置づける川の計画
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として難しいのかなというところがあって、将来的にどういうふうにこれを維持するのかとい

うことを決めていかなければいけないのかなと考えております。 

  ここの写真にはございませんけれども、２０ページを見ていただくと、砂の連続性という点

で言うと、この写真の一番右側の閖上漁港の南側に砂がたまっているんですよね。こういうこ

とが砂の不連続性、移動の不連続性を明らかに示しているわけでありまして、要はこういった

ものが連続的に流れればまた昔のように砂が北のほうに流れていくということがあるわけで、

一つとしてはそういったいわゆるサンドバイパスのようなこともあるのかなと思っていまし

て、以前からもそういったお話はしてはいたんですけれども、これだけの津波のインパクトと

かを受けて、そういったことも一つ選択肢として現実に考えるタイミングにあるのかなという

ことを個人的には考えております。これはご意見でございます。以上です。 

  そのほかにご発言ございませんか。では○○先生、お願いします。 

■○○委員 

 １つ教えていただければと思うんですが、先ほどご説明いただきました７ページの左側のと

ころに、今年の９月の洪水のときの最高水位の数値を出していただいているんですが、名取川

４番目、広瀬川第１位という結果になっていますが、この名取川で７．９９メートル、広瀬川

で２．４０メートルに達したときの時間は多少ずれがあるんでしょうか。ある程度重なってい

るんでしょうか。参考までに。これから河川の治水関係で難しいのは、この本川と支川の関

係、あるいは支川とさらにその河川との関係、この辺がこれからの管理に非常に重要になって

くると思いますので、参考までに教えていただければと思います。 

■事務局 

 ご質問いただきましたピークのずれにつきましては、ちょっと見づらくて大変恐縮なんです

けれども、左のほうが名取橋の赤い線が入っているピークというのが９月１１日１時２０分と

書いてございます。右のほうが広瀬橋の１１日２時２０分ということで、大体１時間ぐらい今

回ずれというかピークの差がありました。また、この辺は委員のご指摘のとおり、そういった

危機管理という視点でも非常に大事だと思っておりまして、やはり雨の降り方等によってもま

た変わってくるところもございますので、しっかりとその辺は見ていきたいなと思っておりま

す。 

■○○委員 

 ありがとうございました。 

■座長 
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 そのほかにございませんか。 

■○○委員 

 ２０ページと２１ページのところで、さっき○○先生からもありましたけれども、河口部の

砂の河道の掘削のところ、やはり私もこの辺アサリの漁場とかになっているので、非常に砂の

堆積のことは気になっていまして、河道掘削していただいたことはすごくありがたいなと思っ

ておりました。 

  井土浦の開口部のところは、再び開口する予定なんでしょうか。既にもう開口しているんで

しょうか。その辺を教えていただきたいんですね。というのは、井土浦がすごく今環境が悪化

しているような状況のように思いますので、あそこの井土浦が名取川と開口部があるというこ

とが非常に魚類の稚魚とか、それから二枚貝の種類にとっても重要な環境だと思いますので、

そのあたりのお考えについてお尋ねしたいと思います。お願いします。 

■事務局 

 今、河口の状況なんですけれども、河川のほうに堆積してある部分に関しては、河川のほう

で必要な部分は今掘削はしたんですが、導流堤の復旧をまだやってございませんので、海側に

返すことができなくて、現地のほうに仮置きしている状況がございます。この仮置きしたもの

に関しては最終的には海側に返すというふうに考えてございます。 

  また、先生ご質問の開口を設けるのかどうかということに関しては、我々河川事業者ではな

くて海岸事業者のほうで自ら砂を使うというところがございますので、そちらのほうでの掘削

を今検討している段階です。 

■○○委員 

 もう一つは、１２ページにいろいろ今、堤防の整備とかが進んでいると思うんですが、河口

より１．２～２．３キロメートルの黄色い河道掘削のところですけれども、これも整備済みと

いうことで掘削は終わっていると思うんですが、この辺、ヤマトシジミの漁場の近くだと思う

んですけれども、これはいつ頃整備が済んだのか、もしわかれば時期を教えていただきたいと

思ったんですが。 

■事務局 

 平成２１年ぐらいだと思っていました。 

■○○委員 

 わかりました。ありがとうございました。 

■座長 
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 そのほかにいかがでしょうか。 

■○○委員 

 １４ページ、それから１３ページあたりですけれども、たぶんこの大臣管理区間というのは

関係ないのかもしれませんけれども、例えば矢板を打って漏水を防ぐとか、足もとを丈夫にす

るのでブロックで固めるとかあるんですけれども、一方で多自然型河川を維持するという話が

あるわけですね。そういうところの対応、整合性というのはどうなっているのかなと、この計

画を立てる上で。実は私、静岡が生まれなので、家の前に川があって、高校まではともかく川

の中で魚とりばっかりやっていたので、要するに最近ニホンウナギが絶滅危惧種になった。う

ちの前の川を見ていますと、全部堤防がブロックになってしまうんですね、下のほうが。足を

かけるところがないような構造がつくられてしまって、それから昔は田んぼと堀の間に土管が

埋まっていて、その中にウナギが結構いて、簡単に僕らも小さいときにとれたんですが、今は

全部、これは農水省の話ですけれども、暗渠になってしまって、結局魚から何から全部田んぼ

にはいれないような状況ができてしまっている。その辺で工事のこととその辺のところの合わ

せというか、それはどういうふうに考えているのかというのをちょっとお聞きしたいと思って

います。 

■事務局 

 今の時点での取り組みといたしましては、まず環境上特に配慮すべき事情があるかどうかと

いうところに関しては、環境調査の情報等を調べまして、その中で希少種等があった場合には

一定の配慮を行うことを検討してございます。ただ、今、写真で示している河口部においては

災害復旧というところがございまして、基本的には工事の進捗を急いでいる状況がございまし

て、先生おっしゃるように従前あったような根固めでの復旧等も行っているところです。 

  あと１４ページの質的整備の部分に関しては、高水敷のところに矢板を打ち込むような整備

になってございますので、そちらのほうも足もとに希少な植物等がいる場合には一定の配慮を

しながら考えていっているところではございます。今回、この箇所においては特段配慮すべき

ものというのもこの広瀬川の部分においては発見してございませんので、通常どおり矢板の施

工というのを行う予定にしてございます。 

■○○委員 

 矢板を打つんですけれども、たぶんここの礫層をくぐって向こうへ出ていくような場所とい

うのは洗掘されてうろになっているんだと思うんです。魚というのは恐らくそういうところに

すみ着いていて、川で魚とることをやった人だと大体どこに魚がいるかというのが全部わかっ
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ているので、たぶんこういうところというのは恐らく洗掘されて深くなっていて、その中に魚

が隠れたりなんかするとか、あるいはウナギなんかもそこに入っているとか、そういうことが

あるので、例えばその辺のところ、植物がどうのこうのというのも重要ですけれども、魚類と

か両生類とかそういうものの対応というのをちょっと考えていただけたらいいんじゃないかな

と思っています。 

■事務局 

 先生すいません、１４ページを一度見ていただきたいんですが、この右下の絵が悪いんです

けれども、堤防の法尻のところに矢板を打つんですが、実際に施工している状況はその１つ左

隣の写真になっていまして、広い高水敷の中の堤防の前面にだけ矢板を打っておりまして、河

岸の部分に打っているわけではございませんので、直接的に魚への影響がある部分ではないん

ですが。 

■○○委員 

 たぶん大臣管理区間では恐らく直接的にそういうことはないんだろうと思うんです。むしろ

県の管理区間とか、それよりも上流側とか、そちらのほうで直接水が当たるようなところを弱

いからといってコンクリートでぼんとやってしまうと、すみかがなくなってしまうし、それか

ら昔みたいに蛇かごをつくれる職人が今いないという話を聞いているんですね。蛇かごの中に

結構いろんな魚がすみ着ける場所ができていたと思うんですね。そんなところ、ここでは直接

関係ないのかもしれませんが、ちょっと考えていただければと思っています。 

■座長 

 県のほうからもおいでいただいていますけれども、何かお話なりご発言いただければ。お願

いします。 

■○○委員 

 先生おっしゃるとおり、中には確かに水際線のところでこういった矢板を打設するところも

あるんですけれども、その前面には、先生がおっしゃるように捨て石とか投入いたしまして、

魚のすみかをなるべく保存するような形で工夫をして施工しておりますので、よろしくお願い

します。 

■座長 

 ありがとうございました。そのほかにご発言ございますでしょうか。 

■副座長 

 ９ページ、１０ページに渇水のデータが載せられているんですけれども、今年の渇水が過去
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の渇水に比べてどの程度だったかということが、５カ年平均値の降雨量の比較がありましたけ

れども、渇水量としてどのぐらいだったのかがよくわからないんですが、９ページの平成１４

年、２２年に広瀬川で魚の大量死があったということで、今年はたぶんなかったんだろうなと

いう気がしているんですが、その辺、渇水のレベルと比較して今回そういう事故が起きなかっ

た要因ということについて何かコメントがありましたらお願いしたいんですが。 

■事務局 

 河川担当副所長の○○でございます。流況を１０ページの下のグラフにかいているんですけ

れども、例えば左側の名取橋で１トンちょっと、それから広瀬橋のほうで０．４トンとか、た

ぶんそんなボーダーに見られるんですけれども、これが結果的な流況になっています。ただ、

この２つの川は上流側で大きな農業用取水堰があるので、ここに至るまでの間にかなり農業利

水者とダムとの間で連携がとられて、番水制とかそういったものをやってございます。その結

果こういう流況でなんとか魚の大量死というんですか、一部サクラマスが高温になってかなり

水が少なくなったので温度でやられてしまったというのがあるんですけれども、そういうよう

な状況で大きな渇水には至らなかったというのが今回の渇水かなと。早めの番水制をとった農

業利水者とダムの結果、それから我々がいろいろな情報を流してやったことでその調整がスム

ーズにいったというのが一つの勝因かなと思っています。 

■副座長 

 名取川から広瀬川に導水しましたよね。 

■座長 

 木流し堀ですね。 

■副座長 

 その辺の関係は。 

■事務局 

 今回は両方ともかなり厳しいような状況でございまして、とても名取川から広瀬川に融通し

てやるというような状況ではなかったものですから、そこに関してはちょっと機能はされてい

ません。 

■副座長 

 わかりました。ありがとうございます。 

■座長 

 そのほかにいかがでしょうか。 
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■○○委員 

 １点教えていただきたいんですけれども、３０ページのところで河川協力団体に指定して住

民参加と地域連携とか、そういう取り組みがされているということなんですけれども、河川協

力団体に指定した後に具体的にどの程度成果が上がっているのかということと、協力の仕方な

んですけれども、例えばＮＰＯ団体等の自発的な取り組みに対してそういう何かの協力をす

る、そういった形の支援をサポートなのか、あるいは国交省側から働きかけて、何かこういう

イベントをやってくれとか、そういった形の主体的な取り組みをしているのか、そこをお伺い

したかったんですけれども、いかがでしょうか。 

■事務局 

 河川管理課長の○○と申します。河川協力団体のお話なんですけれども、資料にございます

とおり、今２団体ほど指定してございます。特に広瀬川のほうで広瀬川の清流を守る会さん、

こちらは協力的にいろいろやっておりまして、従前は守る会さんは広い方面でやられていたん

ですが、それにプラスして児童や学生さんが来られる総合学習のほうでも川の環境の話をして

いただいたり、あと今年度新たにじゃぶじゃぶ池という場所があるんですが、そちらの清掃管

理していただいているような形をとってございます。 

■○○委員 

 実際、契約関係とか発生していて、お金とかも支払ったりはしているんでしょうか。 

■事務局 

 はい、今年度新たに契約させていただいて、そのじゃぶじゃぶ池のほうを管理していただい

ているという形をとってございます。 

■○○委員 

 わかりました。ありがとうございました。 

■座長 

 そのほかにございますでしょうか。 

■○○委員 

 ちょっと教えていただきたいんですけれども、２２ページの樹木管理をしたところで、調査

をして、この木は残していいんじゃないかとか何かいったような話があったと思うんですけれ

ども、その後、洪水でこの部分に水が上がってきて、その結果どんな具合だったんでしょう

か。 

■事務局 
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 河川管理課長の○○です。今のご質問なんですけれども、木のほうに関しましては、すいま

せん、残したものに関しましては特に出水後確認したところ変化はなかったと、倒木等はなか

ったというような結果となっております。 

■○○委員 

 残した結果、要するに洪水の発生とかそういうことに何か関わるような、例えば水だったら

ダムアップとかそういうことがありますね。そういうことが起こり得たかどうか。どういうふ

うに河川に生えている木を切るとか残すとかということのあれをちょっと知りたいと思いまし

て。 

■事務局 

 今、先生ご指摘ございました１点目の切ったところにつきましては、当然ダムアップ等々の

状況になるところはございませんでしたし、今後問題になる上流部の樹木の伐採箇所につきま

しては、問題になるところはしっかりと流下能力上切っていくということと、あとは切り方に

しても全抜するのではなくて、当然環境に配慮した切り方もしっかりと対応していきたいと考

えております。 

■座長 

 私の専門ともつながるところであるんですけれども、いろいろシミュレーション技術が発達

して、要は植生密度ですね、単位面積にどのぐらいの木があるのかということをシミュレーシ

ョンの中に入れてどの程度のせき上げ水位を発生させるのかということが評価できますので、

そういったことと兼ね合わせながら、切ってあまり影響のないものとかそういったものをある

程度識別しているということになるんだと思います。 

  そのほかにございませんでしょうか。お願いします。 

■○○委員 

 ２７ページのダムの管理のところなんですけれども、ここに全く触れていないんですが、釜

房ダムに赤い橋があるんですけれども、あの辺のところに最近１０年ぐらい前からカワウが生

息しているわけなんですが、近年になって、震災後、特に橋の裏側にカワウが集団で繁殖して

いるわけなんですが、赤い橋脚が糞によって真っ白になって何か塗りかえたようになっている

わけなんです。先日の９月の大雨のときに洗われたような状態になって、赤い部分が少し見え

るようになってきたんですけれども、これがもしかするとダム湖の汚染原因にもなるかなと思

っていまして、今後これをどのように維持管理していくのかということをお伺いしたいと思い

ます。 
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■座長 

 事務所にお聞きすればよろしいですかね。 

■○○委員 

 釜房ダム管理所の○○といいます。今のご質問なんですけれども、あそこの橋は釜房大橋と

いいます。あそこは国道２８６号線、通称ニーパーロクと皆さんおっしゃるところでございま

して、そこの実質的な管理は県さんなんですよ。大河原土木事務所が担当しておりまして、現

在、橋梁の維持補修をしておるところでして、私どもの釜房ダム管理所のほうに交通渋滞の話

だとか、たまたま投げ込んできておりまして、そういう形なんです。 

  ２つ目の水質の関係なんですけれども、確かにおっしゃるとおりカワウがいわゆるコロニー

をつくっておりまして、かなり繁殖、５月６月ぐらいですか、繁殖でかなりの量のカワウが生

息しておりました。糞で白くなっているというのを私ども、この辺の調査でボートを出しま

す。あの下をくぐりますので、時々そうやって見ておりますけれども、水質上の問題というの

は今のところ糞というかそういったものに対しての影響は出ておりません。定期的に毎週のよ

うに水質を監視しておりますので、また仙台市の水道局さんのほうともその辺連携しながらや

っている関係上、今のところはそういった問題は発生していないという認識でございます。 

■座長 

 ありがとうございました。そのほかにございますでしょうか。 

  では、特にございませんようでしたら、続きまして議題の２、名取川直轄河川改修事業再評

価についてというところでございます。これは既に前にも何度かこの場でご議論いただいたと

ころでありますけれども、最終的にはこの懇談会の中の審議結果というものをまとめて親委員

会というんでしょうか、局のほうにある事業評価の委員会に上がっていくというような手続に

なりますので、最終的には審議結果をまとめるという作業が入る、そういった手続になってい

るということを改めてご認識いただきたいと思います。 

  それでは、事務局からご説明をお願いします。 

■事務局 

 引き続き、○○が説明させていただきます。 

  資料は３－３をご覧ください。１ページめくっていただきますと、公共事業評価の流れとい

うことで書いてございます。今回は、この図の中の再評価の矢印、着工から完了までの間の河

川整備学識者懇談会実施、ここに該当いたします。再評価ということで、事業実施に当たり必

要に応じて見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には事業を中止するもの
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ということで、今回、再評価後３年経過した事業ということで名取川直轄河川改修事業につい

てご審議いただくといったものになってございます。 

  ２ページ目に移ります。事業再評価における新たな取り組みということで、本省のほうから

２５年以降さまざまな通達が出てございます。１点目が事業再評価の効率化といった観点で、

費用対効果の要因に変化が見られない場合で、かつ事業規模に比して費用対効果分析に要する

費用が著しく大きい場合等ということで、費用対効果分析を実施することが効率的でないとき

は費用対効果分析を実施しないというような通知が流れております。 

  次に、再評価要領とか重点化に関する事務連絡でございますけれども、費用対効果分析の要

因に変化が見られないものにつきましては費用対効果分析を実施しないで、前回評価時の費用

対効果分析結果を適用するといったことになっております。 

  次に、河川事業におきましては、費用対効果分析の効率化という観点で３点ございますけれ

ども、この中で１点目の需要量の変化が見られないケースというところで、こちらのほうも前

回評価時からの総便益の減少を求めて、その減少率が１０％未満の場合は効率化に図るといっ

たところ。一番下の丸、費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できるケースと

いたしまして、事業再評価を実施する前年度までの３カ年の事業費の平均に対する分析費用の

割合が概ね１％以上と、前回評価時に下位ケースの費用対効果が基準値の１を上回っていると

いった状況のときには効率化できますよということが書いてございます。 

  次のページを見ていただきますと、これは参考ですけれども、フローになってございます。

真ん中に赤い囲みで直轄河川改修事業ということで、いろいろ事業目的であるとか社会情勢で

あるとか、あとは費用対効果の分析に関する要因に変化がないと、こういったものもろもろを

チェックして、これらが該当しないということであれば、今回のケースの中では費用対効果分

析を実施しないで今回ご審議いただいて整備局の事業監視委員会へ報告させていただきたいと

いうような流れになってございます。 

  次の４ページ目は、今説明いたしましたおのおのの項目につきまして、項目と判断根拠でご

ざいます。これらをチェックいたしまして、今回は費用対効果分析を実施しないで前回評価時

のものを使用するといった形になります。 

  資料のほうは飛びまして、飛ぶというのは、５ページはほとんど今お話しした内容と、６ペ

ージ以降は先ほどの進捗状況の説明のところとほとんど内容がラップしてございますので、ペ

ージは１３ページに飛んでいただければと思います。 

  １３ページの社会情勢等の変化ということで、洪水発生時の影響を示しております。今回の
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洪水氾濫による社会的な影響ということで、こちらのほうは万が一破堤した場合、図で見ると

黄色が浅いほうで、色が紫色に移行するに従って深くなるという浸水域を示しております。表

の中で見ていただくとよくわかるんですけれども、重要施設としてはいわゆる要援護者の施設

として保育園であるとか小中学校、老人ホーム等々もございますし、あとは役所関係でいいま

すと消防署とか交番とか、こういったものが浸水被害が及ぶところに存在しているといった状

況でございます。写真は、これは実際の洪水が発生したときではないんですけれども、浸水し

たイメージを示しております。 

  １４ページは交通に特化した物の見方をしておりまして、浸水範囲の中にどういった交通施

設があるかといったものを示しています。国道４号であるとか、南部道路、東部道路、ＪＲ

等々が浸水した場合に多大なる影響が考えられるといった状況が見てとれるかと思います。 

  １５ページに移ります。事業の進捗の見込みということで、大きな縦が治水安全度、横軸が

時間経過という図面が示されていると思います。今回の２７年（現在）のところの矢印で見て

とれるかと思いますけれども、概ね６年の中で平成３３年までの間に堤防の量的整備、質的整

備等々を図りながら治水安全度を向上させていきます。目標といたしましては、昭和２５年８

月洪水の整備計画の目標に向けて、平成５０年まで概ね３０年間で事業を進捗させてまいりま

す。 

  １６ページに移ります。事業の進捗の見込みということで、こちらは先ほどの進捗状況の説

明の中でも少しかぶっていますけれども、整備計画３０年の目標といたしましては昭和２５年

８月の洪水が発生しても浸水被害の防止を図るということ。あと当面６年につきましては、震

災で非常に大きな被害を受けた河口部の早期復興、また長町地区の堤防の質的な改良、こうい

ったものをしっかりとやっていき、当面事業の進捗を図ってまいりたいといった状況になりま

す。 

  下にイメージの枠、図面をつけていますけれども、第１段階としては堤防の質的・量的整

備、あと下に防災ステーションがあります。先ほど説明しました。第２段階といたしまして

は、堤防の質的・量的整備を進めつつ、河道掘削と緊急輸送道路を着手してまいりたいという

計画になっております。 

  次の１７ページは、先ほどご説明した部分とほぼ内容がかぶりますので割愛させていただき

ます。 

  １８ページ、事業の投資効果になってございます。左のほうが整備計画（３０年）の効果、

右のほうが当面事業（６年）の効果をお示ししているところです。グラフをおのおの見ていた
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だきたいんですが、３０年のほうの河川整備計画を実施した前後の浸水世帯数ということで、

今現在の現況が１万２，７００世帯が浸水するであろうと想定しているものに対して、我々の

事業を全て完了した暁にはゼロになると。同様に、浸水面積につきましても３，５００ヘクタ

ールの現況に対してゼロになるといった状況でございます。当面６年のほうに目を移していた

だきますと、グラフのほうで現況１万２，７００世帯に対して１万２，５００世帯ということ

で、２００世帯が解消されるといったところ。面積につきましては、こちらのほうは３，５０

０ヘクタールから３，５００ヘクタールということでゼロになっているという状況です。 

  次のページをめくっていただきまして、１９ページになります。こちらは昭和２５年８月洪

水が現段階で発生した場合どうなるかというところをグラフごとに示していますけれども、右

上のグラフから言いますと、浸水範囲内の人口は２万８，０００人がゼロになります。最大孤

立者数もゼロになります。それは避難率０％と４０％、８０％でもおのおの全てゼロになると

いうことで、全ての事業が整備計画のメニューが完成した暁には浸水内の被害はゼロになると

いう状況になります。 

  ２０ページに移ってください。こちらは、冒頭ご説明いたしました前回評価時と変わらない

といった表をつけております。全体の事業費からいきますと、Ｃの総費用１３０億に対しまし

て便益２３５億というところで、Ｂ／Ｃ１．８。残事業につきましては、６８億のコストに対

して便益２１３億で３．１。当面事業のコスト１５億に対して便益１１４億で７．６というこ

とで、いずれも前回評価時から変わってございませんが、Ｂ／Ｃ的には１を超えて、数字とし

てはしっかり成り立っているということが確認されております。右下に感度分析といたしまし

て、おのおの残事業とか残工期、資産といったものをプラス・マイナス１０％を減じたり増加

したりした結果を感度分析としてやっていますけれども、こちらの表に書いているとおり問題

ないといった確認がされているところでございます。 

  ２１ページ、２２ページにつきましては、こちらの考え方を整理されているところでござい

ますので、こちらのページは飛ばさせていただきます。 

  ２３ページの投資効果の中で、地震の状況を考慮した場合どうなるのかというのを今回試算

してみました。左に、試算結果の基本ケースと資産－１０％というのがあるかと思います。基

本ケースというのは、先ほどの前回評価時と変えないパターンでのＢ／Ｃが１．８になってい

ます。仮に人が閖上地区等々に戻ってこないというか、今現在の被害を受けたものを加味した

上で評価するとどうなるかというと、これが１．７といったところで、０．１ほど減じること

になりましたけれども、投資効果という面では問題ないのかなというふうに分析しているとこ
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ろでございます。 

  ２４ページはコスト縮減や代替案の可能性ということで、画期的なものはなかなか難しいと

ころもございますけれども、我がほうとしては、例えば掘削の土砂につきましてはそのまま処

分するのではなくて、築堤材料とか必要な使えるものに回していくといった対策であるとか、

あとは矢板になりますけれども、Ｕ型の通常の矢板よりもハット型でいわゆる打ち込みの本数

を減らしてコスト縮減対策を図っているというような状況をお示ししております。 

  ２５ページは県からのご回答ということで、宮城県知事からは事業継続に対して異議はない

旨の回答をいただいている状況です。 

  最後に２９ページ、まとめ的な対応方針になりますけれども、事業の必要性に関する視点と

いうところで、一番上の高潮・津波被害からの防止、軽減を図るための堤防整備が必要という

こと。２番目に、名取市、仙台市が資産の集中している地域であることから、治水対策の必要

性に大きな変化はございません。３番目、今後とも堤防整備、河道掘削の事業を進め、治水安

全度を向上させる必要がございます。４点目、Ｂ／Ｃが全体事業で１．８、残事業で３．１、

当面７．６ということになってございまして、今後とも本事業の投資効果というのは十分期待

できるということでございます。 

  次に、２番の事業の進捗の見込みの視点ということで、１点目、段階的かつ着実に整備を進

め、洪水による被害、災害に対する安全度の向上を図ってまいります。２点目、戦後最大の昭

和２５年８月洪水と同規模の洪水が発生しても氾濫による浸水被害の防止、こういったものに

努めてまいりますといったところです。 

  ３番目、コスト縮減や代替案につきましては、先ほどの盛り土材の流用であるとか矢板のハ

ット型を使用するなどして、引き続き縮減に努めてまいりたいと思います。 

  ４番目の先ほどの県知事からのご回答も踏まえまして、以上のことから、今後の事業の必要

性、重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確認できることから、河川改修事業につ

いては事業を継続いたしたいということで、私からの説明は終わらせていただきます。 

■座長 

 ありがとうございました。 

  これから審議ということなんですけれども、ご質問等をいただいて、最終的には２６ページ

に対応方針（原案）というのを準備いただいておりますけれども、そこにあるような内容でよ

ろしいかどうかと。特に一番下の、事業継続をしますという原案の形でいいかどうか、それで

よければここで承認をいただくという手続の議題ということでございます。 
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  それでは、事業評価ということで、ちょっと私自身も含めてなかなかなじみのない内容では

あるんですけれども、専門的な立場でいらっしゃる○○先生からまずご発言いただけますか。

お願いします。 

■○○委員 

 もちろん事前に少し説明を受けていたので大体把握していると思うんですけれども、基本的

には東日本大震災が起こったけれども、そこまで流域の人口が減るとかそういうこともないの

で、過去の費用対効果分析の結果に基づいて評価しようということで、基本的には今回の結論

でよろしいかと思っています。 

  １点確認させていただきたいんですけれども、昭和２５年の既往最大の雨量が降ったとして

も、当面の整備計画が終わると被災者がゼロになるというお話があったんですけれども、それ

は５０分の１とかの雨量ということなんですかね。１５０分の１とかではないですよね。７０

分の１ですか。 

■事務局 

 ７０分の１相当だというふうに分析されています。 

■○○委員 

 わかりました。ゼロになるというと、何かこれで本当にいいのかという気がしていて、１５

０分の１とかでやると実際やはり被害者が出るわけですよね。ですので、何かこういうと整備

計画がとりあえず終わったような、全部いいのかなみたいな感じがしてしまうので、何かそこ

ら辺少し表示の仕方を工夫されたほうがいいのかなと思いました。 

■事務局 

 わかりました。たぶん発生確率とかの関係で、上げてももしかしたら変わらないのかもしれ

ませんけれども、ちょっと上部機関とも相談させていただきながら。 

■○○委員 

 昭和２５年の７０分の１のやつで計算しているということですね。 

■事務局 

 そうです。ただ、内水被害とかはやはり発生すると思いますので、これからそういう視点と

いうのも大事かなと思っております。 

■座長 

 ありがとうございます。全体状況を明示してほしいということですね。 

  そのほかにご意見。では、○○先生お願いします。 



 - 25 -

■○○委員 

 今回の事業継続ということについては個人的には全く異論ありません。ただ、教えていただ

きたいのは、例えば５ページのところに再評価の表があるんですが、そこのところで前回、平

成２４年１０月でやって、そこから３年ということで今回の再評価になっているんですが、ち

なみに事業の進捗率であらわしますと、平成２４年のその時点で幾らで、今回の平成２７年１

１月時点で幾らと。災害復旧の問題もあって仕事的にはそちらにかなり労力が割かれてきたと

思うんですが、本来の改修事業の部分はどれぐらい進捗しているのかということを教えていた

だければと思っております。その表に、前には再評価を５年ごとにやっていたのを平成２２年

から３年に短くなりましたので、個人的にはそんなに短くしても、そんなに事業は進まないん

じゃないかと。それだけやる必要があるのかという意見を持っていますので、参考までにお教

えいただければと思います。 

■事務局 

 まずは、先ほどの進捗状況の資料の１２ページをご参照いただきたいと思います。１２ペー

ジの下に総事業費が１５８億に対して今現在で９１億の５８％というのをお示ししていますけ

れども、では前回の２４年時点はどうだったのかということにつきましては、今ちょっと確認

させていただきたいと思います。この委員会が終わるまでに調べてご回答したいと思います。 

■座長 

 よろしくお願いします。 

  今、○○委員から３年というのはどうなんだというお話があって、私もちょっと感じるとこ

ろがあったので発言させていただきたいと思います。もちろん大きい話なのでここでどうこう

ということではなくて、より制度設計的な話になりますけれども、３年間ということで、それ

であまり変化がなければ数字はそのままでいいと、じゃあ何なんだという感じもします。前は

津波とかあって、そういうことをやることがふさわしいタイミングではあったんでしょうけれ

ども、こういう制度というのは、事業評価については国で一律の制度でやるということはもち

ろんわかるんですけれども、やはり事業種に応じてかなり特徴があって、そうするとそういう

ものを反映した事業評価というのがあってもいいのかなと思うところがあって、これだけお忙

しい方が３年に一遍、いや、だけど数字は変えないよと、そのために来るというのはどうなの

か。一方で、先ほどの整備計画の進捗状況の話とか、もちろん大事な話はあったんですけれど

も、制度をどういうふうにつくっていくのかと、ある程度きめ細かくしてもいいのかなという

感じもあって、これは意見として発言させていただきました。 
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  そのほかにございましたらお願いしたいと思います。 

■○○委員 

 １９ページもそうですけれども、浸水の深さというのがあるんですけれども、これは名取

川、広瀬川の大臣管理区間というか、そこで何かが起こったときに浸水するのがこういうふう

になるんだという図面なんですか。そうではなくて、内水みたいなのありますよね、それも含

めてこれだけが浸水するということなのか、そこがちょっとわからないので教えてほしいんで

す。 

■事務局 

 こちらのほうは外水被害について明示しているものでございまして、バッテンがついている

ところが見えますでしょうか。こちらが仮に破堤した場合にどういった浸水エリアが広がるか

というものを示してございます。 

■座長 

 それの最大水位を包絡したということですよね。 

■事務局 

 そうですね、最大水位を包絡して、絵柄に落としたということでございます。 

■○○委員 

 そのときに内水の洪水量も加算された量ですね、これは。 

■事務局 

 内水は考慮してございません。 

■○○委員 

 そうですか。そうすると、下のほうの図もゼロには基本的にはならないということですね。 

■座長 

 先ほど副所長からお話あったことですね。そういった内容ですね。 

  そのほかにないでしょうか。 

  前回の、３年前ですかね、そのときにも発言したんですけれども、整備計画の議論をすると

いう議題とかなり性格が違って、各委員なかなかなじみがないところではあるんですが、国の

制度ではこの場で審議をして、それを整備局の事業評価の委員会に上げていくということは手

続として決まっているものですから、ここでだめな場合にはこれで原案としてオーケーなの

か、それを決めていただいて、上に上げていくという大変重いミッションを我々は持っている

と。そういう手続のもとでの審議になっているということでございます。 
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■事務局 

 先ほどのご質問の２３年度末の段階で進捗率は幾つだったかというご質問にお答えします。

先ほど１５８億分の９１億が２６年度末現在５８％でした。２３年度末につきましては、１５

８億分の５９億で約３８％という状況でございました。ですので、２０％ぐらい進捗したのか

なと、概ねでございますけれども、言えるかと思います。 

■座長 

 ありがとうございます。そのほかにご発言ございますでしょうか。 

■副座長 

 先ほどの○○委員の質問とも関連するんですが、最大孤立者数というのが一応ゼロというこ

とになっているんですけれども、これはその浸水区域の住居の形態とか人口の張りつき方とか

都市のあり方とか、そういったことは現状と変わらないという考え方での数値ということで理

解してよろしいのでしょうか。 

■事務局 

 そのとおりでございます。現状と変わらずという数値でございます。 

■副座長 

 そうすると、これは仙台市に聞いたほうがいいのかもしれませんけれども、その辺仙台市と

してはこの辺の区域というものの都市整備というか、その辺の計画ということについては、例

えば増やしていくとか、あるいは少し治水度を上げていくような整備をするとか、そういう計

画というのは仙台市としてはどうなんでしょうか。 

■○○委員 

 いわゆる内水対策というお話なんですけれども、今回も浸水によりまして内水から貞山運河

に例えば水をはき出す能力とか、それはもう既に能力的には倍以上の能力になっておりまし

て、その手前の都市下水道の整備のほうもいろいろポンプ場の整備とかそういう形でも進めて

おりますので、これはしばらくまだ時間がかかる内容ですけれども、こちらを外水対策とあわ

せて進めていくような形になるかなと思います。 

■副座長 

 ありがとうございました。 

■座長 

 そのほかにございましたらご発言お願いします。 

■○○委員 
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 県道の塩釜亘理線とかの二線堤とか、ああいったのはどういう影響があるんですか。例えば

氾濫した場合に、そのことによって、整備計画が全部完成したら基本的に破堤しないという前

提になれば被害はゼロだと思うんですけれども、現況で被害が発生した場合というのはむしろ

被害は大きくなる可能性があるような気もするんですけれども、あまり関係ないんですか。い

かがでしょうか。 

■事務局 

 交通途絶とかのそういう冠水による被害は今回この中では塩釜亘理線については入れていな

いそうです。 

■○○委員 

 嵩上げして、水がはけなくて、水位が上がるとか、浸水して長期化するですとか、そういっ

た問題が起こり得るような気もしたんですけれども。 

■事務局 

 今このモデルの中では従前の形で入っていますので、今この中では取り込まれていません。

ただ、いろいろ施策上でもっと大きな降雨に対してどうかというものも来ていますので、その

中では詳細にそういうところに穴があいていてどのぐらい抜けていくかとか、そういうものは

お示しできると思っています。これからの絵柄になるのかなと思っています。 

■○○委員 

 仮に嵩上げしたことによって被害が増大するとすると、むしろＢを現在、過小評価している

可能性もあるのかなという気がしますので、そこら辺、計算し直すまでは、今回のルールに従

ってＢが増える分には別にそんな計算し直す必要はたぶんないとは思うんですけれども、補足

事項みたいな形でちゃんとそこら辺を明記されたほうがいいのかなと思いました。 

■座長 

 ありがとうございます。昔、東道路があって浸水がどうなるという話があって、そのときは

やはりアンダーパスをあけていますから、ある程度抜けていくというのはあって、一方で津波

のときにはあいているとそこから入っていってしまうというところがあって、実は洪水対策と

津波対策というのは非常に相いれない部分もあって、そこは難しいところではあるんですが、

そういったものをシミュレーションを通じてある程度これから評価していくということになる

んだろうと思います。 

  ほかによろしいでしょうか。お願いします。 

■○○委員 
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 わからないので聞きたいんですけれども、ここでは人間の数だけの話が出ていますよね。そ

うではなくて、要するにほかのいろいろなものに対する被害というのもあるんですが、それは

この中には全然加算されていないというふうに捉えていいんですか。それも含めてどうするか

という話もここで計画の中に盛り込むのかどうかと。今、津波が起きたので東道路じゃなくて

塩釜線より外側は農用地以外に使わないとか、いろいろなことがありますよね。そういう変化

があるので、その辺はどうなんですか。 

■事務局 

 ありがとうございます。２２ページをご覧くださいませ。こちらは前回と変わらずといった

ところもございましたので、ちょっと説明は割愛させていただきましたけれども、被害額の算

出の仕方をこちらに載せさせていただいています。例えば直接被害であれば、一般被害として

家屋とか事業所償却・在庫資産であるとか農業関係とか公共施設、間接被害につきましても営

業停止の部分であるとか交通途絶、こういったものにつきまして治水経済調査マニュアルを参

照させていただきながら、こちらは前回算出したものと同等のものを使って出しているという

状況でございます。 

■座長 

 今、洪水の被害の状況とかというお話、いろいろ質問があって、なかなかわかりにくいとこ

ろがあるなと思いました。皆さん方のご意見を伺っていて、いろいろな数字をこうやって計算

してきたんだよというところはもちろん大事ではあるんですけれども、先ほどの破堤のお話と

か内水・外水のお話とか、１９ページ１枚のペーパーだけではなかなか理解しきれなくて、一

方でこの事業はオーケーだということを、そういう重たい決断をしろということを求められて

いるわけですから、やはりもうちょっとこの数字が出てくる前提になってくる、今日あったご

質問等を説明いただかないとなかなかこの重たいミッションを果たす条件が整っていないのか

なという印象をちょっと私自身は……、私自身はもちろんいろんなことをこれまでもご説明受

けてはいるんですけれども、やはりこういったところでお話をいただいて承認を得るというこ

とであると、実際話しするとなると結構なところを積み重ねなくちゃいけないところもあるか

もしれませんけれども、やはりちょっとそういう点については今後ご検討いただく必要がある

のかなという印象を持った次第でございます。 

■事務局 

 お配りした資料の２２ページとかで、いろいろこういうものを見ていますよとか、こんなこ

とをやっていますよとか、一個一個数字にしていないのでなかなかわかりづらいんだと思うん
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ですね。次回やる際はこういったものの見せ方とか、そういうのもわかりやすくご紹介できれ

ばと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。 

■座長 

 ありがとうございます。 

  それでは、時間も押してきまして、一応事務局からいただいたシナリオとしては対応案を決

めて、それから１０分ほど休憩をとって対応案をパソコンでお示しして終わるということでは

あるんですけれども、ただいまいただいたご意見を総括しますと、特に制度上の問題とかいろ

いろご指摘がございましたけれども、事業を継続する、２６ページの一番下ですね、必要性、

重要性について変化はなくて、投資効果も確認できる、河川改修事業については事業を継続す

るという形でよろしいのかなと私自身は考えておりますけれども、特段強いご反対がなければ

この場の審議結果として親委員会のほうに出すという形にしたいと思いますけれども、いかが

でしょうか。 

  事務局、よろしいですか。特に休憩時間をとらないで、もうこれでオーケーですよというこ

とで、いいですか。 

  それでは、本日予定しておりました議事は以上でございます。議事につきましては以上で終

了させていただきたいと思います。進行を事務局のほうにお返ししたいと思います。 

 

４．閉 会 

■司会 

 ○○座長、ありがとうございました。委員の皆様方、長時間にわたりご審議いただきまして

大変ありがとうございます。 

  最後になりますが、ここで仙台河川国道事務所長の○○よりご挨拶させていただきます。 

■仙台河川国道事務所長 

 仙台河川国道事務所の所長をしております○○でございます。 

  本日は委員の皆様、大変お忙しいところ、この委員会にご出席いただき、また先ほどからた

くさんのご意見をいただきました。ありがとうございます。皆さんのご意見を踏まえて、引き

続き名取川の整備保全に努めていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたしま

す。今日はありがとうございました。 

■司会 

 以上をもちまして、第１１回名取川水系河川整備学識者懇談会を終了させていただきます。
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ありがとうございました。 

  なお、本日の資料につきましては、郵送をご希望の場合、後ほど事務局より皆様のところへ

郵送させていただきますので、郵送ご希望の場合にはそのまま机に置いていっていただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

  以上で終了いたします。ありがとうございます。 

 


